
第4編体鰍基盤整備  
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第4編 体制・基盤整備・総合評価  

第1章 人材育成休制の整備   

（1）国の役割  
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材育成の研修を実施することを考えているが、どのよ  

（2）都道府県の役割  

①都道府県は関係団体と協力して、事業企画や現場で健診・保健指導を実施す  
る専門家の知識と技術を担保・向上させるために、定期的に人材育成の研修を  
実施すべきではない力＼。  

＿＿＿」  

、‾‾三喜重宝慧彗喜   る研修会には、地域の医療関係団体、糖尿病学会等の関  

i係医学会等の協力を得て講師を確保し、最新の知見について研鍔を積む体制を∃  

毒確保することが必要ではない机  r  

＿＿＿岬＿＿＿一ル＿＿＿＿．＿叫＿」  

（3）市町村の役割  

①市町村は、市町村国保の保険者としての健診・保健指導実施者の役割と、  

住民への一般的な生活習慣病予防の普及・啓発を実施する役割がある。現場  

の健診・保健指導の経験を都道府県の実施する研修に生かす等の観点から、  

都道府県との人材交流を積極的に行う必要があるのではないか。  

②市町村のボランティアを活用して、健康づくりを推進するシステムを作る  

必要があるのではないか。また、ボランティアを研修するシステムが必要で！  
1  

l  

∴－．＿＿＿＿＿．，＿＿＿＿＿▼＿   ”＿＿、▼＿＿＿－、＿＿＿－－＿＿＿＿＿▼－▼＿．．＿＿＿■－＿＿＿J  
昼 ない力＼。  L   

（4）医療保険者の役割  

る た可  ①医療保険者に所属する保健師・管理栄養士の保健指導技術を向上す   

に、研修を継続的に実施する必要があると考えられるが、どのような方法が  

現実的机また、身近に指導者がいない場合、保健指導従事者へのサボ「卜  L型吐担L   
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（5）医療関係国体の役割  

①日本医師会、日本看護協会、日本栄養士会等の医療関係団体及び当該団体  

の都道府県・地域支部においても、保健指導の指導者及び保健指導実施者の  

賀質の向上のために積極的に研修・講習会を開催するなどの役割が求められ  

るのではないか。  

竜②医療機関が保健師・管理栄養士を確保できない場合は、地域の保健師・管  

！理栄養士を活用し、保健指導が提供できる環境をつくることが必要ではない  
重か。  

⊆
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…③その場合、都道府県看護協会、都道府県栄養士会等の医療関係団体の人材  

竜養成、人材支援機能を充実し、医療保険者や医療機関等に情報提供するシス  
l  

L亘些 ま ないか。   
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箋卵めの休制整疇   

（1）学会■研究班の役割  

①健診・保健指導のデータをコホート追跡し、疫学的分析を行う研究班を設  

置することとしてはどうか。  

②蓄積された健診・保健指導データを茎に、関係学会の協力を得て健診項目  
の追加・修正、各種疾病の診断基準、  治療方法の見直しに活用してはどう  

③関係学会の協力を得て、全ての都道府県で研修会が実施できるよう講師リ  

ストの作成を行うこととしてはどうか。  

（2）国立保健医療科学院、独立行政法人国立健康・栄養研究所の役割  

①効果的な健診・保健指導を行うためには、常に新しい知見に基  

教材等の開発が必要である。このような学習教材の継続的な開発  
l
‘
1
．
！
董
1
．
，
L
－
－
1
．
 
 

．
t
－
－
．
－
毒
 

」
」
」
l
一
 
 

科学的根拠となるデータ支援などについて、国立保健医療科学院、独立行政  

法人国立健康・栄養研究所等の役割が期待されるが、その他にはどのような  

機関が考えられるか。  

②保健指導の学習教材や媒体をインターネットで公開し、  

ドできるシステムを構築してはどうか。  
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（3）地域・職域連携推進協議会、保険者協議会の役割  

都道府県における健康政策の見直しに、地域・職域連携推進協議会 、  
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 壱協議会を活用してはどうか。   

②被扶養者の健診機会の確保・調整のため、地域・職域連携推進協議会 、  

険者協議会を活用してはどうか。  

（4）その他  

進  

した健診・保健指導データを管理・分析し、都道府県健康増  

ども含めた健康施策に活用する組織・体制の整備を行ってはど   
‾‾‾■‾‾‾ 1  

②健診・保健指導に当たる民間事業者等の質の管理、評価を行う第3書評価  
一
†
一
」
 
 

機関が必要ではないか。どのような主体が担うべきと  考えるか。  

③市町村国保部門と市町村衛生部門の連携が円滑に行われるための方策を示  

す必要があるのではないか。また、衛生部門の保健師が国保部門のレセプト  

情報を活用できる万策を示すことも必要ではないか。   
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④最新の知見を反映した健診・保健指導を確実に行うため、保健師・管理栄  

養士の責威力リキュラムの見直しを行うことが必要ではないか。  
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第3章 健診・保健指導に関連する標準的なデータ評価と管理   

（1）健診データとレセプトデータの突合と健康課題を抽出・分析  

①国全体として2015年度に2008年度と比較して糖尿病等の生活習慣病有  

病者・予備群の25％減少という目標に対して、各都道府県、医療保険者カモど  

のように取り組めば達成できるかを示す必要がある。  

②医療保険者には、健診データとレセプトデータが集まることにるため、両デ  

ータを突合した分析を行うことが可能となる。効果的な保健指導を行うために  

は、実例に基づいたデータにより、疾病予防の成案が上がったかどうか、健診  

の結果、要医療となった人の治療の中断がないか、検証可能な方法で分析する  

ことが重要である。  

（∋医療保険者に所属する医師、保健師、管理栄養士はレセプトを分析し、レセ  

プトデータと健診データから、どの部分に焦点を絞って、疾病予防・重症化予  

防を行うのが効果的かを検討することが必要である。  

（2）病名抽出によるレセプトデータ分析  

‾ 

「‾石室転面三岳軒二‾竜高音蓋し竜ラiテニ古瓦頂議1三よ盲i砧知音えら抗●云  

のではないか。  

②レセプト分析を行う病名は生活習慣病に関係する以下の病名をレセプトか  

ら拾うこととしてはどうか。他にどのようなものが考えられるか。   

例：肥満症、糖尿病、高血圧、高脂血症、高尿酸血症、虚血性心疾患（狭  

心症は含まない）、脳卒中（くも膜下出血、脳内出血、脳梗塞）、腎不全   

（人工透析）、糖尿病性網膜症など  

③レセプト病名は主傷病と副傷病に分かれているが、両方とも拾うことと  

てはどうか。この場合、主傷病は原則として1つとなっていることから、  

傷病が分かるようにデータを集計・分析することとしてはどうか。  

し
主
 
 

④将来的にレセプトデータがオンライン化されれば電子データからの変換が  

可能となるが、それまでは、健診データにレセプト病名コードを追加するこ  

とにより対応することとしてはどうか。  

⑤傷病名コードはICD分類に基づきコーディングを行うこととしてはどう  

L空L  

（3）高額レセプト、長期レセプト、重複疾病の抽出によるデータ分析  

一 
手「＝㌻1  

①医療保険者として、健康課題を明確化することは重要であり、レセプトデー  

タ分析から医療保険者として被保険者等の集団の特徴を把握することができ   

11了  



石「  る。例えば、高額なレセプト（例：1ケ月200万円以上など）を分析するこ  
とにより、どのような疾患が高額になっているかを調べて、どの疾患をターゲ  

卜において保健指導計画を策定するか考えてはどう恥  ツ   

②長期に治療が継続することにより結果的に医療費が高額になる疾患を把握  

し、どの疾患をターゲットにおいて保健指導計画を策定するか考えることも重  
要であるため、これらの長期に治療が継続する疾患（生活習慣病関連である場  

を抽出してはどうか。  合が多く、脳卒中、人工透析等が考えられる）   
③複数の生活習慣病同士の重なりや合併症を調べ、地域の特徴や健康課題を把  
握することも重要であるため、糖尿病、高血圧症、高脂血症、虚血性心疾患、  

ことが重要ではないか。  脳卒中、人工透析等の生活習慣病毎に分析を行う  

（4）健診・保健指導の総合的評価に関するデータ  
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新たな健診・保健指導の最終的な政策目標は、糖尿病等の生活習  

・予備群の減少であるが、‾毎年の事業評価を行うためには有病者  

の移行吉敷の減少の他、補足的な評価項目が必要ではないか。  

卜
一
‡
．
－
 
 

l
－
．
－
t
 
 

②その場合、カテゴリーとしては有病者あるいは予備群のままであったとし  
ても、リスク数の減少などについて評価することが考えられるのではない力㌔  

③健診・保健指導に投入した費用と、医療費への効果が分かるような仕組  
が必要ではない力＼。  

④都道府県間比較、医療保険者間比較ができるよう、データの  

ではない力＼。  

⑤健診・保健指導の総合的評価を、医療保険者は所属する個々  
と が必要ではない  力＼。  るこ  

薩瞳指導ゐ‾1 －■ トの地域あるいは医療保険者を定点として定め、健診   
．
 

！
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星成果を時系列的にフォローアップしていくシステムの構築が必要ではない  

※保健指導における健診受診者個人の評価  

①健診受診者の腹囲、体重、血圧等の個別のデータの改善も評価すべき  

ないか。  

②生活習慣の改善は、本人の努力する姿勢も評価しないと長続きしないので  

はないかとの指摘もあり、その場合、本人の努力により、腹囲の増加、体重  

の増加等が認められないこと（現状維持）も評価すべきではないかという意  

見もあるが、どのように考えるか。   
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（5）医療情報の管理   

①健診・保健指導のデータは個人の医療情報が入っているので、あらかじめ  

医療保険者により定められた医師又は保健師、管理栄義±が責任を持って管  

理することが望ましい。  

②また、健診・保健指導のデータ管理を外部委託する場合は、電子カルテを  

外部委託する場合の基準と整合性をとる必要がある。  
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○平成18年度の準備事業の実施について →（別紙5）  

ックシンドローム（内臓脂肪症候群）対策総合戦略事業  且
 
 

タ
 
 

メ
 
 

①
 
 
 

の進め方はどのような点に留意して行えばよいか。  

以上示したガイドラインの他に準備事業に必要な体制整備があるとすれば、  

どのようなことが考えられるか。  
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メタポリツウシンドローム（内臓脂肪症侯群）対策総合戦略事業の概要（案）  

厚生労働省  

0都道府県健康・栄養調査マニュアルの策定  

0都道府県健康増進計画改定ガイドライン（暫定版）の策定   

0健診・保健指導プログラム（暫定版）の策定  

0健診・保健指導の委託基準（暫定版）の策定   

0保健師・管理栄養士等の資質向上に向けた研修ガイドラインの策定  

0保健師・管理栄養士等のリーダー研修会の実施   

0健診等結果の電子的管理のための棲準仕様の策定  

都道府県  

く補助対象事業＞  

○事業企画・評価委員会（仮称）の設置  

0事業実施計画策定及び評価   
・実施計画の策定（対象者、事業観模、実施体制など）   

・都道府県健康増進計画改定ガイドライン（暫定版）の評価   

1健診・－保健指導プログラム（暫定版）の評価   

＜その他補助事業＞  

0地域・職域連携推進協議会の設置・運営  

○研修計画の策定   

＜当該補助事業と連動して地方交付税措置（ヘルスアッププラン）を活用して県で実施する事業＞   

○保健師・管ヨ聖栄養士等．に対する研修の実施   

○都道府県健康・栄養調査の実施   

0都道府県健康増進計画の改定（地域・職域連携協推進議会）  

医療保険者  

0健診・保健指導プログラム（暫定版）及び健診・  

保健指導の委託基準（暫定版）に基づき、40歳以  

上75歳未満の被保険者及び被扶養者に対するメタ  

ポリッウシンドロームに着目した健診及び保健指導  

を実施  

＜関係する補助事業等の活用＞   

①メタポリツクシンドロームに着目した健診・保健指  

導の実施（アウトソーシングを含む）   

②結果の取りまとめ、保険者協議会及び都道府県へ  
の報告   

③保険者協議会を通じた他保険者サービス利用に  

関するガイドライン案の作成・実施   




